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衆
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田
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倒
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関
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る
質
問
に
対
す
る
答
弁
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一
に
つ
い
て 

(一 ) 

マ
ミ
ヤ
光
機
株
式
会
社
（
以
下
「
マ
ミ
ヤ
光
機
」
と
い
う
。
）
は
、
同
社
で
製
造
し
た
写
真
機
及
び
そ
の
附
属

品
の
海
外
に
お
け
る
販
売
を
、
主
要
株
主
で
あ
る
株
式
会
社
大
沢
商
会
（
以
下
「
大
沢
商
会
」
と
い
う
。
）
の
子

会
社
で
あ
る
大
沢
カ
メ
ラ
販
売
株
式
会
社
を
通
じ
て
行
つ
て
い
た
。 

(二 ) 

マ
ミ
ヤ
光
機
は
、
大
沢
商
会
の
昭
和
五
十
九
年
二
月
二
十
九
日
の
会
社
更
生
法
に
基
づ
く
更
生
手
続
（
以

下
「
更
生
手
続
」
と
い
う
。
）
の
開
始
の
申
立
て
に
伴
い
、
経
営
が
行
き
詰
ま
り
、
同
年
三
月
五
日
、
更
生
手
続

開
始
の
申
立
て
を
行
う
に
至
つ
た
と
聞
い
て
い
る
。 

(三 ) 

マ
ミ
ヤ
光
機
は
、
取
引
先
の
減
少
等
に
よ
り
営
業
活
動
の
水
準
が
低
下
し
て
い
る
も
の
の
、
現
在
ま
で
の

と
こ
ろ
、
従
業
員
の
解
雇
は
行
つ
て
い
な
い
と
聞
い
て
い
る
。 



三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

(一 ) 

コ
ス
モ
・
エ
イ
テ
ィ
及
び
オ
リ
ム
ピ
ッ
ク
は
、
マ
ミ
ヤ
光
機
の
再
建
に
向
け
て
可
能
な
支
援
を
行
う
こ
と 

(四 ) 
マ
ミ
ヤ
光
機
に
よ
る
更
生
手
続
開
始
の
申
立
て
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
が
受
理
し
、
現
在
、
同
裁
判
所
で

審
理
中
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

株
式
会
社
コ
ス
モ
・
エ
イ
テ
ィ
（
以
下
「
コ
ス
モ
・
エ
イ
テ
ィ
」
と
い
う
。
）
及
び
株
式
会
社
オ
リ
ム
ピ
ッ
ク
（
以

下
「
オ
リ
ム
ピ
ッ
ク
」
と
い
う
。
）
は
、
昭
和
五
十
九
年
四
月
一
日
現
在
、
マ
ミ
ヤ
光
機
の
株
式
を
、
そ
れ
ぞ
れ
、

四
百
九
十
万
株
及
び
二
百
六
十
万
株
保
有
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

ま
た
、
コ
ス
モ
・
エ
イ
テ
ィ
の
代
表
取
締
役
社
長
碓
井
優
及
び
オ
リ
ム
ピ
ッ
ク
の
代
表
取
締
役
社
長
植
田
祐

弘
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
マ
ミ
ヤ
光
機
の
取
締
役
顧
問
及
び
代
表
取
締
役
相
談
役
の
任
に
あ
つ
た
が
、
両
名
と
も
、

既
に
こ
れ
ら
の
役
職
を
辞
任
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

四 

 



 

五 

と
し
て
い
る
と
聞
い
て
い
る
。 

(二 ) 

関
係
銀
行
は
、
マ
ミ
ヤ
光
機
の
再
建
に
関
し
て
は
、
東
京
地
方
裁
判
所
の
審
理
の
行
方
を
見
守
つ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。 

四
に
つ
い
て 

(一 ) 

東
京
都
は
、
マ
ミ
ヤ
光
機
の
倒
産
に
よ
る
下
請
等
関
連
企
業
の
連
鎖
倒
産
を
防
止
す
る
た
め
、
関
連
企
業

に
対
す
る
東
京
都
中
小
企
業
環
境
整
備
等
経
営
安
定
資
金
融
資
制
度
の
周
知
徹
底
を
図
つ
て
い
る
と
聞
い
て

い
る
。 

(二 ) 

埼
玉
県
は
、
マ
ミ
ヤ
光
機
の
主
力
工
場
が
同
県
下
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
マ
ミ
ヤ
光
機
倒
産
の
下
請
等
関
連

企
業
へ
の
影
響
を
考
慮
し
て
関
係
先
に
連
鎖
倒
産
の
防
止
等
を
要
請
し
た
と
聞
い
て
い
る
。 

右
答
弁
す
る
。 




